
育成料の見直し（令和９年度(2027年度)から）

育成会の育成料は、平成１７年４月から育成会条例の制定に伴い有料化し、現在は月額８，０００円で運営
している。

放課後児童クラブのニーズが増大しており、今後、待機児童の解消に向け、様々な取組を進めていくにあた
り、持続可能な育成会運営のための適正な公費負担のあり方について同時に検討を進めた。

平成１７年に有料化した後、国においても質と量の拡充の
動きがあり、平成２７年には子ども・子育て支援新制度が
施行され、放課後児童クラブの質の確保や計画に基づく事
業の進捗管理など制度の充実が図られ、公費の負担割合に
ついても、対象事業がより明確に示されるようになった。
公費負担を検討するにあたり、改めて、現行制度における
負担割合に基づき見直しを行おうとするもの。

なぜ今見直しが必要なのか？

（イメージ図）
● 放課後児童クラブの運営に必要な経費に対する補助のうち、

運営費（基本分）
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国の費用負担割合の考え方

出典：厚生労働省
20171106 放課後児童クラブ関連資料
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放課後児童健全育成事業実施要綱に定められた保護者負担徴収の可否

令和5年4月12日
こども家庭庁育成局長通知
「放課後児童健全育成事業
の実施について」をもと

に作成。

３

事業の種類 主な対象事業概要 保護者負担徴収の可否
1 放課後児童健全育成事業 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に基づ

き行う放課後児童健全育成事業
〇

2 放課後子ども環境整備事業 既存の小学校の余裕教室等の改修や必要な設備の整備 ー
3 放課後児童クラブ支援事業（障害児受入推進事業） 障害児を受け入れるために必要な専門的知識等を有する放課

後児童支援員等を配置
×

4 放課後児童クラブ支援事業（放課後児童クラブ運営支援事業） 学校敷地外の⺠家・アパート等を活⽤して放課後児童健全育
成事業を新たに実施するために必要な賃借料

×

5 放課後児童クラブ支援事業（放課後児童クラブ送迎支援事業） 学校敷地外に移動する際の地域人材の活⽤等による送迎支援 ×
6 放課後児童支援員等処遇改善等事業 18時半を越えて事業を行う者に対して職員の賃金改善に必要

な経費
×

7 障害児受入強化推進事業 ３人以上の障害児受入や医療的ケア児受入に対する専門的知
識を有する者の配置など

×

8 小規模放課後児童クラブ支援事業 １９人以下の小規模放課後児童健全育成事業所に複数の放課
後児童支援員等の配置

〇

9 放課後児童クラブにおける要支援児童等対応推進事業 要支援児童等に対応する職員の配置 ×
10 放課後児童クラブ育成支援体制強化事業 育成支援の周辺業務を行う職員の配置等 ×
11 放課後児童クラブ第三者評価受審推進事業 第三者評価の受審に必要な費⽤ ×
12 放課後児童支援員キャリアアップ処遇改善事業 経験等に応じた放課後児童支援員の処遇改善に係る費⽤ ×
13 放課後児童支援員等処遇改善事業（月額9,000円相当賃金改善） 放課後児童支援員等の処遇改善（収入３％程度引き上げ） ×
14 放課後児童クラブ利⽤調整支援事業 利⽤調整支援や放課後児童クラブ設置場所の確保支援を行う

職員の配置
×

15 災害時放課後児童クラブ利⽤料支援事業 能登半島地震被災者に対する減免等 ×



国の費用負担割合の考え方に基づいた試算（新制度の施行前後）

●右図は令和８年度予算（案）をベースに、子ども・子育
て支援新制度施行前と施行後の国の公費負担の考え方で
児童一人あたりの年額に換算したもの。

●施行前の費用負担割合では、総事業費の2分の1を保護者
負担とし、226,247円を12月で除した18,854円が育成料
相当額となる。

●施行後の費用負担割合では、運営費（基本）の2分の1を
保護者負担とし、148,400円を12月で除した12,367円が
育成料相当額となる。

●新制度で試算した育成料相当額（12,367円）に対して、
現状の8,000円との差額を公費で対応している状況。
国の補助金制度の設計上見込まれている保護者負担を
もとに見直しを行う。

新制度以前の公費負担割による児童一人あたり金額試算（年額） （単位：円）

R8予算での事業費による児童一人あたり金額（年額）イメージ （単位：円）

国 市 国 県 市
公費 1/3 1/3 1/3 1/3 1/3

52,400

国県補助基準額→ 259,962
事業費総額 452,494

44,132
148,400

利⽤者負担 公費
運営費（基本）※補助基準額 特別支援等

補助対象外保護者負担
1/2

公費
1/2

公費
10/10

県
育成料8,000円 1/3

96,000
148,400 111,562

事業費総額 452,494

利⽤者負担 公費
事業費総額

保護者負担
1/2

公費
1/2

226,247 226,247

施行前

施行後
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国の補助基準額と一人当たり月額（育成料算出根拠）

国補助基準額は1支援単位（１クラス）あたりの定員人数によって、金額が定められている。当市育成会は1支援
40人（※）で運営しており、運営費（基本）の補助基準額は5,936,000円となることから、一人当たりの月額は
5,936,000円÷40÷12月＝12,367円となる。これを踏まえ、新たな育成料を一人当たり12,000円に設定する。

※ 放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例において、育成会の1支援単位を
構成する児童数は概ね40人以下と定め、育成会条例施行規則で定員を1支援40人として運営している。

５

令和7年度基準



育成料に関する参考資料① 放課後児童クラブにおける月額利用料

放課後児童クラブにおける月額利用料

出典：こども家庭庁
令和７年 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況（令和7年5月1日現在）
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育成料に関する参考資料② 放課後児童クラブにおける利用料減免の対象

放課後児童クラブにおける利用料減免の対象

出典：こども家庭庁
令和７年 放課後児童健全育成事業（放課後児童クラブ）の実施状況（令和7年5月1日現在）
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育成料に関する参考資料③ 阪神７市の公設放課後児童クラブ利用料及び減免の状況

８

阪神７市の公設放課後児童クラブ利用料及び減免の状況

0% 75% 50% 25% 減免なし
尼崎市 10,000 0 2,500 5,000 7,500 10,000

生保・非課税（ひとり親） 非課税 〜15万円未満 〜22万5千円未満 22万5千円以上

⻄宮市 8,200 0 2,000 4,100 6,100 8,200
生保・非課税（ひとり親） 非課税 〜6万円未満 〜12万円未満 12万円以上

芦屋市 8,000 0 2,000 4,000 6,000 8,000
生保・非課税（ひとり親） 非課税 〜6万円以下 〜12万円以下 12万1円以上

伊丹市 8,000 0 4,000 8,000
生保・非課税 〜2万100円以下 〜2万100円以上

川⻄市 7,500 0 3,750 7,500 4,000
生保・非課税 児童扶養手当受給等 左記以外 〜19:00

三田市 8,000 0 4,000 8,000
生保・非課税 〜2万100円以下 〜2万100円以上

宝塚市 8,000 0 4,000 6,000 8,000 1,600 2,400 3,200
生保・非課税 〜6万円未満 〜15万円未満 〜15万円以上 〜18:00 〜18:30 〜19:00

育成料
（円）

減免による
金額区分

延⻑料
（円）

1,800

                  減免内訳                （円） きょうだい
減免の有無

3,000

3,000

3,000

５区分

５区分

〇

3,000
〜18:30

2,500

５区分

3区分

3区分

3区分

〇

4区分

〇

〇

〇

〇



減免階層の金額の見直し

育成料の金額の見直しに伴い、負担能力に配慮しつつ制度の公平性を確保するため、

減免対象額についても併せて見直しを行う。

所得割額の
階層区分

減免率
想定年収
（世帯）

生活保護世帯
住民税非課税世帯 全額 －

6万円未満 １/２ 340万円

6万円～
15万円未満 １/４

350万円
～

570万円

モデルケース ： 配偶者控除なし・扶養１人（子ども１人）

所得割額の
階層区分

減免率
想定年収
（世帯）

生活保護世帯
住民税非課税世帯 全額 －

9万円未満 １/２ 420万円

9万円～

23万5千円(※)未満 １/４
430万円

～
770万円

■ 現 行 ■ 改正案

※こども医療費助成事業の所得制限基準に倣う
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